
地図
番号

路線名 危険箇所 状況 学校からの要望 対策の内容 対策の進捗状況

1
県道瀬田熊本
線

井口①

眼鏡橋横の交差点を渡って通学する
児童がいるが、交通量も多く、車の
スピードも出ている。横断歩道がな
くて危険である。

横断歩道を設置する。

【熊本県】地域の合意があれば
歩行者横断指導線の設置を検討
する。
【学校】保護者へ受け渡しなど
の協力を依頼する。一時停止な
ど児童へ指導を行う。

【熊本県】工事
発注済（年度内
完了予定）
【学校】地区児
童会等で登校指
導済

2
県道瀬田熊本
線

井口②

通学路は写真奥の塀際にあるが、雨
が強いと塀際に水たまりができるた
め、児童は車道にはみ出して通行す
ることがある。

路面のでこぼこをならす。水は
けの改善。

【熊本県】舗装が劣化しはがれ
ている箇所を補修し、水はけを
改善する。

【熊本県】工事
発注済（年度内
完了予定）

3
県道瀬田熊本
線

井口③
カーブ及び樹林の繁茂で見通しが悪
い。道幅が狭く、離合のため歩道に
入り込んで走行する車が多い。

樹林、竹林の伐採。

【熊本県】樹木は沿道支障木等
処理指針に従い対応する。民地
であれば所有者へ対応を依頼す
る。

【熊本県】伐
採・除草実施済

4
県道瀬田熊本
線

辛川④
農協倉庫前バス停近くの歩道が草や
土等で歩行帯に覆い被さり隠れてい
る部分がある。歩道も狭い。

草刈り、土等を取り除く。

【熊本県】
・通行に支障がある除草を実施
する。
・樹木は沿道支障木等処理指針
に従い対応する。民地であれば
所有者へ対応を依頼する。

【熊本県】除
草・土砂撤去実
施済

5
県道瀬田熊本
線

井口⑤
雨天時は道路脇の樹木の枝が覆い被
さってくる。歩道を歩けない状態に
なることもある。

樹木の伐採、草刈り。

【熊本県】
・樹木は沿道支障木等処理指針
に従い対応する。民地であれば
所有者へ対応を依頼する。

【熊本県】伐
採・除草実施済
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6
県道瀬田熊本
線

辛川⑥
見通しが悪いカーブである上に路側
帯がとても狭い。

トライバーへの注意喚起をす
る。
児童への安全確認指導。

【警察】速度標識板の交換を上
申する。
【熊本県】減速対策の路面標示
（ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ）を行う。

【警察】上申中
【熊本県】工事
発注済（年度内
完了予定）

7
県道瀬田熊本
線

辛川⑦ ブロック塀落下の危険性がある。
ブロック塀除去か修繕を行う。
（民家のため困難と思われる
が）

【学務課】危険ブロック塀撤去
の補助制度について担当課を通
じて区長へ周知している。

【学務課】担当
課へ報告済

8 里道 曲手⑧
高い壁に挟まれて、防犯灯もないた
め、夕方の帰宅時間等が心配であ
る。

防犯灯を設置する。

【危機管理防災課】防犯灯の設
置については1/2補助があり、
区からの申請があれば対応す
る。

【危機管理防災
課】現在、区か
らの申請はな
い。

9
町道川久保曲
手線

曲手⑨
ガードレールを設置してあるが、切
れ目があるため転落の危険性があ
る。

ガードレールの隙間を埋める工
夫をする。

【建設課】ガードレールの取り
替え等により対策を検討する。
【学校】児童への登下校指導を
行う。

【建設課】１月
工事発注予定
【学校】地区児
童会等で登校指
導済
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10
県道瀬田熊本
線

曲手⑩

鼻ぐり井手公園を過ぎて道が狭くな
る場所である。通勤時間帯は交通量
も多く、スピードが出ている車も多
く見られ、危険である。

注意喚起の標識等を設置する。

【警察】速度標識板を新しく取
り替える。
【熊本県】減速対策の路面標示
（ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ）を行う。
【危機管理防災課】注意喚起の
看板「カーブ注意」を設置す
る。

【警察】上申中
【熊本県】工事
発注済（年度内
完了予定）
【危機管理防災
課】今年度中に
設置予定

11
県道瀬田熊本
線

馬場楠⑪
横断歩道手前カーブあり、スピード
が出ている車が多い。

注意喚起の標識等を設置する。
【危機管理防災課】横断旗を取
り換える。

【危機管理防災
課】今年度中に
設置予定

12
国道443号
県道瀬田熊本
線

馬場楠⑫
交通量の多い交差点である。白線が
薄くなっているところがある。

○通学路であることが分かる標
識等の設置をする。
○白線の引き直しをする。

【危機管理防災課】「通学路注
意」の看板を設置する。

【危機管理防災
課】今年度中に
設置予定

13
県道瀬田熊本
線

馬場楠⑬
歩道に樹木が被さっている。
白線の薄くなっているところがあ
る。

○樹木の伐採と草刈り
○白線の引き直し

【熊本県】
・通行に支障がある除草を実施
する。
・樹木は沿道支障木等処理指針
に従い対応する。民地であれば
所有者へ対応を依頼する。
・白線は過年度引き直し済。

【熊本県】伐
採・除草実施済
白線は過年度引
き直し済
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14
県道瀬田熊本
線

馬場楠⑭ 歩道に樹木が被さっている。 樹木の伐採と草刈り

【熊本県】
・通行に支障がある除草を実施
する。
・樹木は沿道支障木等処理指針
に従い対応する。民地であれば
所有者へ対応を依頼する。

【熊本県】沿道
支障木等処理指
針に従い確認中

15
町道空港戸次
線

戸次⑮
人通りが少なく、防犯灯もないため
子どもだけで通行するのは心配であ
る。

防犯灯設置と周辺樹木の伐採

【建設課】通行障害になってい
る箇所については除去し、所有
者へ連絡する。
【危機管理防災課】防犯灯の設
置については区からの申請があ
れば対応する。
【学校】児童への登下校指導を
行う。

【建設課】日々パ
トロールを行って
おり、対応が必要
な場合は、早急に
対応する。
【危機管理防災
課】現在、区から
の申請はない。
【学校】地区児童
会等で登校指導済

16
県道瀬田熊本
線

戸次⑰

白川沿いの路側帯に樹木が覆い被
さっている。バス停付近は路側帯が
狭く、朝、交通量やスピードを出す
車が多いため危険である。

○樹木の伐採と草刈り除草
○注意喚起の標識等の設置をす
る

【熊本県】
・通行に支障がある草・枝を伐
採する。
・樹木は沿道支障木等処理指針
に従い対応する。民地であれば
所有者へ対応を依頼する。

【熊本県】伐
採・除草実施済
【危機管理防災
課】今年度中に
注意喚起の看板
を設置予定

17
国道443号
県道熊本空港
線

道明⑲ 道路脇の樹木が覆い被さっている。 樹木の伐採と除草

【熊本県】
・通行に支障がある枝を伐採す
る。
・樹木は沿道支障木等処理指針
に従い対応する。民地であれば
所有者へ対応を依頼する。

【熊本県】沿道
支障木等処理指
針に従い確認中
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18
町道道明小山
線

道明㉑
道路沿いの民地から草木が車道側に
斜めにせり出してきており、路側帯
をまっすぐ歩けない。

樹木の伐採と除草をする。
【建設課】通行障害になってい
る箇所については除去し、所有
者へ連絡する。

【建設課】日々パ
トロールを行って
おり、対応が必要
な場合は、早急に
対応する。

19 里道 道明㉒
道明㉑の裏道だが、草が生い茂り、
竹も倒れており歩けない。

樹木の伐採と除草をする。
【学校】通学路として使用して
いない。
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